
2019 年 11 月 

水戸証券株式会社 

お客さま各位 

 

「未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款」の一部変更について 

 

当社は 2019 年 11 月 1 日から「未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款」について一部変更を

行いましたので、ご案内いたします。 

〔変更内容〕 

・成年年齢に係る令和元年度税制改正にともない、所要の変更を行いました。 

〔変更箇所〕 

変更箇所につきましては、以下のとおりです。 

（下線部分が変更箇所です） 

新（変更後） 旧（変更前） 

(本契約の解除) 

第２９条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げ

る日に本契約は解除されます。 

① お客さままたは法定代理人から租税特別措置法第３７

条の１４の２第２０項に定める「未成年者口座廃止届出

書」の提出があった場合  当該提出日 

② 租税特別措置法第３７条の１４の２第５項第２号トに

規定する未成年者口座等廃止事由または同項第６号ホに

規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合  

租税特別措置法第３７条の１４の２第２０項の規定によ

りお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したも

のとみなされた日 

③ 租税特別措置法施行令第２５条の１３の８第２０項に

定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合  出

国日 

④ お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有す

る非居住者に該当しないこととなった場合（お客さまが

出国の日の前日までに第１２条の出国移管依頼書を提出

して、基準年の１月１日前に出国した場合を除きます。）  

租税特別措置法施行令第２５条の１３の８第２０項に規

定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったもの

とみなされた日（出国日） 

⑤ お客さまが出国の日の前日までに第１２条の出国移管

依頼書を提出して出国したが、その年の１月１日におい

てお客さまが２０歳である年の前年１２月３１日までに

「未成年者口座を開設している者の帰国に係る届出書」

を提出しなかった場合  その年の１月１日においてお

客さまが２０歳である年の前年１２月３１日の翌日 

⑥ お客さまの相続人・受遺者による相続･遺贈（贈与をし

た者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます｡）の手続

きが完了し、租税特別措置法施行令第２５条の１３の８

第２０項に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の

提出があった場合  本契約により未成年者口座を開設

されたお客さまが死亡した日 

(本契約の解除) 

第２９条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げ

る日に本契約は解除されます。 

① お客さままたは法定代理人から租税特別措置法第３７

条の１４の２第２０項に定める「未成年者口座廃止届出

書」の提出があった場合  当該提出日 

② 租税特別措置法第３７条の１４の２第５項第２号トに

規定する未成年者口座等廃止事由または同項第６号ホに

規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合  

租税特別措置法第３７条の１４の２第２０項の規定によ

りお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したも

のとみなされた日 

③ 租税特別措置法施行令第２５条の１３の８第２０項に

定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合  出

国日 

④ お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有す

る非居住者に該当しないこととなった場合（お客さまが

出国の日の前日までに第１２条の出国移管依頼書を提出

して、基準年の１月１日前に出国した場合を除きます。）  

租税特別措置法施行令第２５条の１３の８第２０項に規

定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったもの

とみなされた日（出国日） 

（新 設） 

 

 

 

 

 

⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続･遺贈（贈与をし

た者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます｡）の手続

きが完了し、租税特別措置法施行令第２５条の１３の８

第２０項に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の

提出があった場合  本契約により未成年者口座を開設

されたお客さまが死亡した日 

附則 

この約款は、2019 年 11 月 1 日より適用させていただきます。  

 

成年年齢に係る令和元年税制改正に伴い、２０２３年１月１日

より、本文中の「２０歳」を「１８歳」に、「１９歳」を「１７

歳」に読み替えます。その場合、２０２３年１月１日時点で１９

歳、２０歳である者は同日に１８歳を迎えたものとみなされま

す。 

附則 

この約款は、2019 年 4 月 1 日より適用させていただきます。 

 

（新 設） 

 

 

以  上 


